
青 森 県 庁 舎 電 気 供 給 仕 様 書  

 

１ 概要 

（１）件名     青森県庁舎で使用する電気の供給 

（２）需要場所   青森県庁舎 

          青森県青森市長島一丁目１番１号 

（３）業種及び用途 官公署（事務所） 

 

２ 仕様 

（１）供給電気方式等 

ア 供給電気方式  ：交流３相３線式 

イ 供給電圧（標準電圧） ：６，０００ボルト 

ウ 計量電圧（標準電圧） ：６，０００ボルト 

エ 標準周波数  ：５０ヘルツ 

オ 受電方式  ：１回線受電方式 

（２）契約電力、予定使用電力等 

ア 予定契約電力  ：１，８００キロワット 

イ 予定使用電力量  ：６，８９０，０００キロワット時 

               （月別の予定使用電力量は別紙のとおり） 

（３）供給期間 

  令和８年４月１日０：００ から 令和９年３月３１日２４：００ まで 

（４）需給地点 

  敷地西側（八甲通り）高圧引込開閉器電源側接続点 

（５）電気工作物の財産分界点 

  （４）と同じ。 

（６）保安上の責任分界点 

  （４）と同じ。 

 

３ 対価の支払方法 

（１）契約における料金区分は、別紙「月別予定最大需用電力及び使用電力量」を基に算出

した場合に入札価格の範囲内となることを条件として、発注者と受注者で協議の上設

定する。ただし、基本料金単価及び電力量料金単価は、旧一般電気事業者が定める標準

プランをそれぞれ超えない単価とする。 

なお、料金等を計算する場合の単位及びその端数処理は次のとおりとする。 

  ア 契約電力及び最大需要電力の単位は１キロワットとし、その端数は小数点第１位

を四捨五入する。 



  イ 使用電力量の単位は１キロワット時とし、その端数は小数点第１位を四捨五入す

る。 

  ウ 料金等の計算における合計金額の単位は１円とし、その端数は小数点以下を切り

捨てる。 

  エ 消費税額及び地方消費税額の単位は１円とし、その端数は小数点以下を切り捨て

る。 

（２）受注者は、原則として、翌月１日に使用電力量を電力量計により計量し、月ごとに電

気の使用に対する代金（以下「電気料金」という。）を、発注者に対し請求書により請

求するものとする。 

（３）前項に規定する電気料金は、以下に掲げる金額の合計金額とする。 

  ア 契約電力に基本料金単価を乗じて得た額 

  イ 使用電力量に電力量料金単価を乗じて得た額（燃料費調整を行う場合は、燃料費調

整額を加え、又は差し引いて得た額） 

  ウ 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成２３

年法律第１０８号）に基づく賦課金 

（４）力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供

給条件については、青森県の地域を供給区域とする旧一般電気事業者が定める標準供

給条件による。 

 

４ その他 

（１）力率の保持のため自動力率調整装置を設置しているため、契約期間中は１００％を保

持する予定である。 

（２）フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は特に有していない。 

（３）以下の非常用発電設備を有している。構成は以下のとおり。 

  ・ 高圧７５０ｋＶＡ １台、低圧３４０ｋＶＡ １台（北棟） 

  ・ 高圧６５０ｋＶＡ ３台（西棟） 

  ・ 高圧２５０ｋＶＡ ２台（東棟・西棟） 

  ・ 高圧７５０ｋＶＡ ２台（警察本部棟） 

（４）蓄熱式負荷設備は有していない。 

（５）供給者はエネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和５４年法律第４９号）等に

関して、発注者から有効電力量等必要なデータ提供を求められた場合はこれに応じる

こと。 

(６) オフサイトＰＰＡ方式による太陽光発電設備等導入事業を令和８年度中に開始予定、

太陽光発電開始後は県庁舎へ電力を供給する見込みであることから、ＰＰＡ事業者と

電力の分割供給が可能であること。 

（７）本仕様書の解釈に疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議の上定めるものとする。 



別紙 

 

月別予定最大需要電力及び使用電力量 

 

年月 
予定最大需要電力 

[kW] 

予定使用電力量[kWh] 

昼間電力量 夜間電力量 計 

令和８年 ４月 1,400 312,000 208,000 520,000 

 ５月 1,200 300,000 200,000 500,000 

 ６月 1,500 332,000 221,000 553,000 

 ７月 1,600 403,000 268,000 671,000 

 ８月 1,600 386,000 257,000 643,000 

 ９月 1,600 322,000 215,000 537,000 

１０月 1,500 311,000 207,000 518,000 

１１月 1,600 310,000 206,000 516,000 

１２月 1,700 377,000 251,000 628,000 

令和９年 １月 1,800 377,000 252,000 629,000 

 ２月 1,700 347,000 232,000 579,000 

 ３月 1,700 358,000 238,000 596,000 

計 1,800 4,135,000 2,755,000 6,890,000 

 


